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【
特
集
M

憲
法
・
平
和
・
学
習

社
会
教
育
か
ら
み
た
憲
法
• 

は
じ
め
に

二
O
O
六
年
二
一
月
一
五
日
に
、
安
倍
内
閣
は
、
国
会
で
一
九

四
七
年
の
教
育
基
本
法
改
正
を
可
決
し
た
。
二
二
日
に
公
布
・
施

行
さ
れ
た
「
改
正
」
教
育
基
本
法
(
以
下
「
改
正
」
教
基
法
)
は
、

学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
予
測

さ
れ
る
。
現
時
点
で
は
、
中
教
審
答
申
・
「
教
育
基
本
法
の
改
正
を

受
け
て
緊
急
に
必
要
と
さ
れ
る
教
育
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
」

(
O
七
年
一
ニ
月
一

O
日
)
が
示
し
た
当
面
の
教
育
三
法
(
学
教
法
、

「
改
正
」

教
育
基
本
法

姉

崎

洋

地
教
行
法
、
教
免
法
)
「
改
正
」
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
が
、
新

聞
等
の
報
道
で
は
、
今
後
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
社
会
教
育
法
な
ど

教
育
関
連
法
一
一
一

O
数
本
の
法
改
正
、
そ
の
他
少
年
法
や
福
祉
や
労

働
関
連
法
な
ど
の
「
改
正
」
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
教
育
現
場
や
国
民
生
活
へ
の
統
制
強
化
と
行
財
政

改
革
が
一
層
促
進
さ
れ
、
国
民
の
基
本
的
人
権
や
一
平
和
、
民
主
主

義
は
、
大
き
な
危
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
四
七
年
教

基
法
「
改
正
」
に
勢
い
を
得
た
勢
力
は
、
現
行
「
一
九
四
六
年
憲

法
」
改
正
に
向
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
な
動
き
を
強
め
て
い

る
。
本
小
論
は
、
一
連
の
動
向
が
、
私
た
ち
の
学
び
や
地
域
づ
く
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り
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
の
か
、
見
え
る
「
改
革
」
と

見
え
な
い
「
改
革
」
を
視
野
に
入
れ
て
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

一
九
四
七
年
教
育
基
本
法
と
は
何
で
あ
っ
た
か

歴
史
実
証
的
に
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
四
七
年
教
基
法
は
、
戦

後
教
育
改
革
の
最
大
の
成
果
の
一
つ
で
あ
り
、
四
六
年
憲
法
と
一

体
の
法
律
(
準
憲
法
的
性
質
、
教
育
憲
法
)
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

多
く
が
首
肯
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
保
守
政
権
が
憲
法

改
悪
へ
の
水
路
づ
け
と
し
て
、
長
年
に
わ
た
り
教
基
法
「
改
正
」

を
位
置
づ
け
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
が
ゆ
え

に
、
国
民
の
四
七
年
教
基
法
理
念
の
地
域
的
定
着
や
、
憲
法
意
識

の
浸
透
は
、
改
正
勢
力
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
障
壁
で
あ
っ
た
。

今
回
の
、
「
改
正
」
に
お
い
て
は
、
二

O
O
O
年
の
教
育
改
革
国

民
会
議
の
答
申
、

O
一
二
年
の
中
教
審
答
申
の
教
基
法
見
車
し
な
ど

を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
、
多
大
な
世
論
操
作
が
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ

て
な
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
四
七
年
教
基
法
パ
ッ
シ
ン
グ
が
組
織
さ

れ
た
。こ
の
点
で
、
草
の
根
の
学
び
が
四
七
年
教
基
法
を
守
る
最
大
の

カ
に
な
る
の
は
、
明
白
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

O
六
年
の
一
年
間

の
教
基
法
擁
護
側
の
動
き
は
、
せ
め
ぎ
あ
い
の
微
妙
な
措
抗
を
組

織
し
た
が
、
世
論
の
組
織
化
に
お
い
て
一
歩
遅
れ
を
と
っ
た
。
そ

し
て
、
国
会
外
の
運
動
の
臨
界
点
に
達
す
る
前
に
、
国
会
勢
力
の

力
学
差
異
が
む
き
出
し
に
さ
れ
強
引
な
決
着
が
は
か
ら
れ
た
。
た

だ
し
、
今
回
の
、
教
基
法
改
悪
勢
力
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
復
古
」

派
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
復
古
」
派
と
「
新
自
由
主
義
」
の
野
合

体
で
あ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
、
む
し
ろ
後
者
の
側
面
が
強
く

出
た
こ
と
が
、
そ
れ
ま
で
の
改
正
論
議
と
は
大
き
く
異
な
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。
審
議
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
政
府
案
の
対

案
と
し
て
提
出
さ
れ
た
民
主
党
案
は
、
そ
の
意
味
で
、
政
府
案
以

上
に
国
家
主
義
的
な
面
、
新
自
由
主
義
の
側
面
、
や
や
リ
ベ
ラ
ル

な
側
面
と
い
う
混
在
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

こ
と
が
、
政
府
案
へ
の
対
抗
軸
形
成
に
お
い
て
及
び
腰
を
生
み
出

す
要
因
で
も
あ
っ
た
。

な
お
、
法
案
立
法
作
業
が
非
公
開
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
立
法

事
実
の
不
在
」
論
議
を
含
め
て
、
国
会
で
の
実
質
審
議
を
著
し
く

低
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
一
回
の
教
育
根
本
法
の
改
廃
に
係
わ
る

審
議
に
お
い
て
、
行
政
府
の
作
為
的
な
秘
密
主
義
は
、
立
法
府
の

機
能
の
低
下
を
導
き
、
法
案
提
案
勢
力
が
、
教
育
論
議
を
意
識
的
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に
避
け
て
、
単
に
議
会
の
数
の
力
に
決
着
を
ゆ
だ
ね
た
こ
と
は
、

ま
こ
と
に
ゆ
ゆ
し
き
事
柄
で
あ
っ
た
。
「
改
正
」
に
至
る
実
際
の

政
治
的
経
緯
と
力
学
構
造
の
実
証
的
な
立
法
研
究
は
、
後
年
の
重

要
な
課
題
と
な
ろ
う
。

ニ

ニ

O
O
六
年
「
改
正
」
教
育
基
本
法
が
ね
ら
っ
た
も

の
は
何
で
あ
っ
た
の
か

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
改
正
勢
力
は
、
周
到
な
準
備
を
行
な
っ

て
き
た
。
文
部
科
学
省
の
教
育
基
本
法
改
正
の
た
め
の
特
別
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ

1
ム
作
成
に
よ
る
「
戦
後
教
育
改
革
の
流
れ
」
で
は
、

戦
後
を
五
期
に
区
分
し
、
そ
の
五
期
に
「
教
育
改
革
国
民
会
議
以

降
の
教
育
改
革
」
を
あ
て
て
い
る
が
、
ま
さ
に
一
一

0
0
0年
以
降

は
、
そ
の
照
準
が
明
確
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
さ
ら
な
る
具
体
化

は
、
中
教
審
で
の
教
基
法
の
見
直
し
と
改
正
へ
方
向
が
出
さ
れ
た

O
二
一
年
の
与
党
教
育
基
本
法
改
正
に
関
す
る
協
議
会
の
設
立
(
ニ

0
0
三
・
五
・
ゴ
乙
で
あ
り
、
翌
年
の
「
教
育
基
本
法
に
盛
り

込
む
べ
き
項
目
と
内
容
に
つ
い
て
」
(
二

O
O
四
・
六
・
一
六
)

の
提
起
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

O
六
年
四
月
の
政
府
法
案
提
出
前

に
は
、
こ
の
動
き
を
促
進
す
る
た
め
に
「
改
正
」
推
進
勢
力
I
H

超
党
派
議
連
「
教
基
法
改
正
促
進
委
員
会
」
・
・
自
民
・
民
主
他
+

諸
々
の
右
派
勢
力
(
三
月
の
法
原
案
)
が
形
成
さ
れ
、
こ
の
動
き

は
既
に
述
べ
た
「
改
正
」
推
進
勢
力
2
H
与
党
協
議
会
(
自
民
・

公
明
)
+
文
科
省
・
政
府
を
刺
激
し
た
。
結
局
、
後
者
が
四
月
に

公
表
さ
れ
た
政
府
案
を
か
た
ち
づ
く
り
、
前
者
の
超
党
派
の
一
部

の
考
え
、
新
自
由
主
義
的
改
革
派
、
さ
ら
に
一
部
の
旧
社
会
党
グ

ル
ー
プ
の
意
見
を
混
合
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
五
月
に
民
主
党
案

が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
周
知
の
よ
う
に
、

O
六
年
四
月
の
政
府
案
の
特
徴

は
、
第
一
に
、
立
法
手
続
き
と
し
て
は
、
①
明
文
改
正
、
②
「
議

員
立
法
で
は
な
く
、
政
府
提
出
法
案
」
、
③
「
一
部
改
正
で
は
な

く
全
部
改
正
」
で
あ
り
、
第
二
は
、
立
法
の
正
当
な
根
拠
が
な
く
、

立
法
事
実
の
不
在
が
顕
著
な
も
の
で
あ
り
、
第
三
は
、
法
案
内
容

の
戦
後
教
育
改
革
の
否
定
の
羅
列
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
お
よ

そ
、
七
点
の
性
格
が
明
白
で
あ
っ
た
。
①
伝
統
と
愛
国
心
の
強

調
・
・
「
公
共
の
精
神
」
「
我
が
国
と
郷
土
を
愛
す
る
」
、
②
前
文
に

お
け
る
憲
法
理
念
と
の
接
続
文
言
の
削
除
、
③
四
七
教
基
法
の
教

育
の
方
針
二
条
、
男
女
共
学
五
条
な
ど
の
削
除
で
あ
り
、
そ
の
結

果
は
、
自
由
な
教
育
時
空
間
の
狭
ま
り
、
女
性
の
権
利
の
後
退
と

役
割
の
歴
史
的
逆
行
、
④
由
民
の
内
心
、
臼
常
生
活
に
ま
で
国
家

の
道
徳
の
関
与
、
例
え
ば
新
設
「
教
育
の
自
標
」
二
条
、
「
家
庭
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教
育
」
「
幼
児
期
の
教
育
」
「
学
校
、
家
庭
お
よ
び
地
域
住
民
等
の

桔
互
の
連
携
協
力
」
の
新
設
が
そ
れ
で
あ
る
。
⑤
自
治
や
学
問
の

自
由
、
建
学
の
理
念
と
自
由
、
教
育
の
自
由
、
全
体
の
奉
仕
者
性
、

共
同
学
習
な
ど
の
理
念
が
こ
と
ご
と
く
無
視
さ
れ
、
国
家
統
制
の

拡
大
が
際
だ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
「
生
涯
学
習
の
理

念
」
、
「
大
学
」
、
「
私
立
学
校
」
、
「
教
員
」
な
ど
で
の
国
家
関
与
は

明
白
で
あ
っ
た
。
⑥
教
育
振
興
基
本
計
画
に
よ
る
資
本
と
国
家
の

政
策
誘
導
を
自
在
に
す
る
、
⑦
教
育
行
政
の
「
直
接
責
任
性
」

「
条
件
整
備
」
義
務
の
放
棄
と
国
家
に
よ
る
地
方
教
育
行
政
の
統

制
の
強
化
で
あ
り
、
私
的
負
担
の
増
大
、
教
育
課
程
・
教
科
書
、

愛
国
心
、
教
員
研
修
な
ど
の
国
家
関
与
増
大
が
明
白
で
あ
っ
た
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
学
問
的
な
見
地
か
ら
見
て
も
多
く
の
懸

念
が
寄
せ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
日
本
教
育
法
学
会
会
長
伊
藤

進
氏
「
教
育
基
本
法
案
の
魔
案
を
求
め
る
声
明
」
二

O
O
六
・

五
・
ニ
七
は
、
そ
の
端
的
な
例
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
簡
潔
に

4
点
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
①
「
国
民
一
人
ひ
と
り
の
自
主
的
・

自
律
的
な
人
格
形
成
の
営
み
を
保
障
し
て
い
る
現
行
法
を
、
居
家

に
よ
る
教
育
の
権
力
的
統
制
を
正
当
化
す
る
法
へ
と
転
換
さ
せ
て

い
る
」
②
「
『
愛
国
心
』
や
『
公
共
心
』
を
は
じ
め
と
す
る
多
く

の
徳
目
を
「
教
育
の
目
標
」
法
案
2
条
と
し
て
掲
げ
、
「
態
度
を

養
う
」
と
い
う
文
言
を
介
し
て
、
道
徳
規
範
を
強
制
的
に
内
面
化

さ
せ
る
仕
組
み
を
導
入
し
た
」
③
「
教
育
に
関
す
る
「
総
合
的

な
」
施
策
の
策
定
・
実
施
権
限
を
国
に
与
え
(
法
案
一
六
条
二

項
)
、
政
府
に
「
教
育
振
興
基
本
計
画
」
の
策
定
権
限
を
与
え
る

こ
と
に
よ
り
(
法
案
一
七
条
)
、
国
が
教
育
内
容
の
国
家
基
準
を

設
定
し
、
そ
の
達
成
度
の
評
価
と
そ
れ
に
基
づ
く
財
政
配
分
を
通

し
て
、
教
育
内
容
を
統
制
す
る
仕
組
み
を
盛
り
込
ん
だ
」
④
「
今

回
の
法
案
は
、
国
民
的
な
議
論
を
経
る
こ
と
な
く
、
密
室
で
作
成

さ
れ
た
。
提
案
に
際
し
て
、
現
行
法
を
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
の
説
得
的
な
理
由
は
何
ら
示
さ
れ
て
い
な
い
。
憲
法
と
一

体
の
も
の
と
し
て
教
育
の
あ
る
べ
き
姿
を
定
め
た
〈
教
育
の
憲

法
〉
を
改
変
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
ず
さ
ん
な
手
続
き
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
案
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
民
主
党
の

「
日
本
国
教
育
基
本
法
案
』
は
、
政
府
案
と
同
様
の
問
題
点
を
含

ん
で
お
り
、
ま
た
法
案
と
し
て
一
貫
性
・
体
系
性
を
欠
い
て
い

る
。
」
(
傍
線
は
姉
崎
)

そ
の
後
、
教
育
関
連
諸
学
会
(
日
本
教
育
学
会
、
日
本
教
育
政

策
学
会
、
日
本
社
会
教
育
学
会
、
大
学
評
価
学
会
、
な
ど
)
(
注
こ

や
歴
史
、
科
学
、
そ
の
他
の
関
連
学
会
、
民
間
教
育
研
究
間
体
、

労
働
組
合
、
市
民
団
体
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
、
宗
教
団
体
、
な
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ど
多
種
多
様
な
反
対
の
声
が
出
さ
れ
た
。
報
告
者
も
、

O
六
年
七

月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
地
域
の
教
基
法
改
正
反
対
運
動
の
一
環

と
し
て
、
道
内
の
教
育
研
究
者
の
声
の
組
織
化
に
関
わ
っ
た
。
そ

こ
で
は
、
お
お
よ
そ
次
の
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
一
つ
に
は
、
教

育
へ
の
権
利
、
人
権
性
の
根
拠
へ
の
敵
対
と
破
壊
、
二
つ
に
は
、

教
育
の
機
会
均
等
と
教
育
の
自
由
な
時
間
と
空
間
の
拡
大
の
歴
史

的
水
準
の
切
り
崩
し
、
一
一
一
つ
に
は
、
個
人
主
義
的
学
習
原
理
優
先

と
共
同
学
習
原
理
の
否
定
、
四
つ
に
は
、
営
利
商
業
主
義
原
理
の

全
面
化
と
公
共
性
原
理
の
否
定
、
五
つ
に
は
、
国
家
統
制
・
市
場

原
理
(
新
保
守
主
義
+
新
自
由
主
義
)
型
改
革
は
、
憲
法
改
悪
へ

の
道
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

三

ニ

O
O六
年
「
改
正
」
教
育
基
本
法
に
ど
の
よ
う
に

立
ち
向
か
う
か

「
改
正
」
教
育
基
本
法
は
、
現
実
の
効
力
を
も
っ
て
く
る
。
従
っ

て
、
そ
れ
に
、
ど
の
よ
う
な
研
究
的
、
実
践
的
な
立
場
で
、
対
応

を
は
か
る
か
が
今
後
問
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
以
下
の
点
が
指

摘
さ
れ
よ
う
。

一
つ
は
、
改
正
教
育
基
本
法
の
条
文
の
国
民
的
再
解
釈
で
あ
る
。

報
告
者
は
、
そ
の
試
み
の
一
つ
を
、
「
解
説
教
育
六
法
』
(
一
一
一
省

堂
)
の
二

O
O
七
年
版
で
、
他
の
編
者
と
と
も
に
行
な
っ
た
。
四

七
年
教
基
法
理
念
を
生
か
し
な
が
ら
、
各
条
文
を
い
か
に
と
ら
え

る
の
か
、
そ
の
作
業
は
共
同
の
研
究
を
必
要
と
す
る
。

一
一
つ
自
の
焦
点
は
、
前
文
に
残
さ
れ
た
「
日
本
国
憲
法
の
精
神

に
の
っ
と
り
」
の
意
味
で
あ
る
。
論
者
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
場
合

「
日
本
国
憲
法
」
は
、
改
正
後
の
「
憲
法
」
を
想
定
し
て
い
る
と

い
う
皮
肉
か
つ
醒
め
た
見
方
も
あ
る
が
、
や
は
り
四
六
年
憲
法
に

「
の
っ
と
り
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
改
正
教
育
基
本

法
を
、
憲
法
論
的
に
い
か
に
豊
か
に
再
解
釈
す
る
か
が
争
点
と
な

る
。
そ
こ
で
は
、
憲
法
的
諸
条
項
の
国
民
的
擁
護
発
展
の
見
地
を

基
礎
に
l
具
体
的
に
は
、
学
問
の
自
由
、
意
見
表
明
、
思
想
信
条

の
自
由
、
平
和
的
価
値
、
幸
福
追
求
の
権
利
、
教
育
を
受
け
る
権

利
、
労
働
権
、
男
女
平
等
の
諸
権
利
な
ど
に
よ
っ
て
、
改
正
教
基

法
を
律
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
憲
法
学
の
現
代
的
地
平

は
、
必
ず
し
も
人
権
論
的
立
論
ば
か
り
で
は
な
い
。
国
家
統
治
論
、

現
代
民
主
主
義
の
シ
ス
テ
ム
、
平
和
維
持
と
自
衛
隊
、
日
米
安
保

条
約
と
の
関
連
な
ど
で
、
多
く
の
論
争
が
存
在
す
る
。
喜
一
)
そ
の

意
味
で
、
教
育
法
学
と
憲
法
学
と
の
現
代
的
な
緊
張
関
係
を
視
野

に
入
れ
な
が
ら
、
立
論
の
水
準
を
高
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

三
つ
目
は
、
子
ど
も
や
教
職
員
、
教
育
の
あ
り
か
た
に
関
す
る
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国
際
的
条
約
に
つ
い
て
の
新
た
な
視
野
の
拡
大
が
求
め
ら
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
国
際
的
条
約
の
政
府
の
遵
守
義
務
に
つ
い
て
、

我
が
国
政
府
の
不
誠
実
性
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え

ば
、
①
I
L
O
、
ユ
ネ
ス
コ
の
「
教
員
の
地
位
に
関
す
る
勧
告
」

を
活
用
し
て
の
日
本
の
教
職
員
組
合
の
・
申
し
立
て
、
及
び
そ
れ
へ

の
政
府
見
解
、
両
者
へ
の
共
同
専
門
家
委
員
会
か
ら
の
報
告
、
②

子
ど
も
の
権
利
条
約
に
関
し
て
、
国
連
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
か

ら
の
再
度
に
わ
た
る
我
が
国
政
府
へ
の
勧
告
の
内
容
は
、
ど
ち
ら

も
国
際
的
水
準
か
ら
み
て
、
日
本
の
権
利
擁
護
水
準
の
低
さ
や
不

誠
実
牲
が
強
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
こ
の
意
味
で
、
改

正
教
基
法
が
現
場
レ
ベ
ル
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
、
国
際

的
な
視
野
か
ら
も
運
動
を
進
め
る
こ
と
、
同
時
に
国
家
法
の
横
暴

を
規
制
す
る
自
治
体
条
例
の
創
造
が
、
重
要
な
課
題
と
な
る
。

四
つ
自
は
、
教
育
法
以
外
の
関
係
諸
法
の
擁
護
発
展

l
少
年
法
、

児
童
福
祉
法
、
労
働
法
制
な
ど

l
の
運
動
で
あ
る
。
政
府
や
財
界

が
露
骨
に
本
音
を
出
し
て
い
る
だ
け
に
、
関
連
諸
分
野
と
の
連
携

が
重
要
で
あ
る
。
教
育
再
生
会
議
(
二

O
O
七
・
一
・
二
四
第
一

次
報
告
)
、
規
制
改
革
会
議
(
教
育
委
員
会
制
度
の
抜
本
的
見
直

し
、
二

O
O
七
・
二
・
一
五
)
、
経
団
連
(
「
希
望
の
国
、
日
本
」

二
O
O
七
・
一
・
一
)
な
ど
の
一
連
の
改
革
構
想
の
意
図
を
見
抜

き
、
対
抗
的
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を
描
く
こ
と
は
、
今
後
の
重
要

課
題
で
あ
る
。
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臨

む

す

び

1

1
ポ
ス
ト
ニ

O
O六
年
改
正
教
育
基
本
法

と
社
会
教
育
の
動
向
を
に
ら
ん
で

教
育
再
生
会
議
に
劣
ら
ず
短
期
間
で
ま
と
め
ら
れ
た
中
教
審
答

申
「
教
育
基
本
法
の
改
正
を
受
け
て
緊
急
に
必
要
と
さ
れ
る
教
育

制
度
の
改
正
に
つ
い
て
」
(
二

O
O
七
・
三
・
一

O
)
は
、
明
確

に
、
教
育
3
法
と
並
ん
で
ポ
ス
ト
改
正
教
基
法
の
方
向
を
示
唆
し

て
い
た
。
現
時
点
で
は
、
社
会
教
育
に
お
け
る
影
響
は
次
の
点
が

予
測
さ
れ
る
。

第
一
は
、
地
教
行
法
改
正
、
教
免
法
改
正
、
学
教
法
改
正
の
お

よ
ぼ
す
影
響
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
端
的
に
は
一
つ
は
、
教
育
委
員

会
の
所
管
領
域
の
縮
減
で
あ
る
。
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
の
一
般
行
政

部
局
へ
の
委
託
が
自
治
体
裁
量
で
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ

て
い
る
。
二
つ
に
は
、
改
正
教
基
法
第
二
ニ
条
の
学
校
、
社
会
教

育
、
家
庭
教
育
の
連
携
強
化
(
警
察
も
そ
れ
に
加
わ
る
)
の
危
険

性
で
あ
る
。

第
二
は
、
社
会
教
育
法
は
ど
う
な
る
か
で
あ
る
。
四
七
年
教
基

法
の
第
2
条
削
減
の
影
響
は
、
大
き
く
、
社
教
法
3
条
を
は
じ
め



社
教
法
の
全
面
改
正
が
必
歪
で
あ
る
。
危
倶
さ
れ
る
の
は
、
生
涯

学
習
振
興
整
備
法
の
斗
出
組
制
割
叶
制
剰
叫
組
制
耕
謝
料
倒
樹
別

れ
る
形
で
の
法
改
正
で
あ
る
。

第
三
は
、
す
で
に
起
き
つ
つ
あ
る
こ
と
の
拡
大
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
①
指
定
管
理
者
制
度
の
浸
透
・
普
及
、
②
社
会
教
育
施

設
・
職
員
の
解
体
動
向
、
③
社
会
教
育
関
係
職
員
の
ワ
ー
キ
ン
グ

プ
ア
化
、
④
住
民
の
ニ

l
ズ
や
悩
み
に
応
え
き
れ
な
い
職
員
の
無

力
感
、
非
力
感
、
な
ど
は
、
残
念
な
が
ら
一
層
促
進
さ
れ
る
こ
と

は
否
め
な
い
。
し
か
し
事
実
を
正
確
に
と
ら
え
る
こ
と
。
そ
こ
か

ら
出
発
す
る
し
か
な
い
。
歴
史
に
、
権
力
に
踏
ま
れ
っ
ぱ
な
し
の

民
衆
は
い
な
い
。

(
あ
ね
ざ
き
・
ょ
う
い
ち
H
北
海
道
大
学
)

注

教
育
関
連
一
五
学
会
共
同
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
準
備
委
員
会
編
『
教

育
基
本
法
改
正
案
を
問
う
』
(
学
文
社
、
二

O
O
六
)

箕
輪
登
、
竹
間
勝
美
、
小
池
清
彦
「
我
、
自
衛
隊
を
愛
す
故
に
、

憲
法
九
条
を
守
る
』
(
か
も
が
わ
出
版
、
二

O
O
七
)
こ
の
本
の
広

告
は
、
自
衛
隊
の
専
門
紙
『
朝
雲
』
に
も
掲
載
さ
れ
注
目
を
浴
び
た
。

注
2 

子た人座
奈良
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